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【今月のテーマ】

「未成年者飲酒・喫煙防止対策」「未成年者飲酒・喫煙防止対策」～年齢確認の徹底～　　　

◇◇◇◇年齢確認年齢確認年齢確認年齢確認のののの徹底徹底徹底徹底◇◇◇◇年齢確認年齢確認年齢確認年齢確認のののの徹底徹底徹底徹底

４月は未成年者飲酒防止強調月間（国税庁）です。

あわせて、「ＳＴＯＰ！未成年者飲酒防止キャンペーン」

（ビール酒造組合主催）も実施されます。　

春をむかえ、花見など外出する機会が増え、青少年が非行に

走りやすくなる時期です。年齢確認の徹底をしましょう。

◆年齢確認の告知ツールは、展開されていますか？

・バックカウンター用年齢確認ポスター

・酒売場仕切りＰＯＰと吊り下げＰＯＰ

・レジＰＯＰ（酒・たばこの未成年者への販売禁止告知）

◆証明書証明書証明書証明書(免許証免許証免許証免許証、、、、taspoｶｰﾄｶｰﾄｶｰﾄｶｰﾄﾞ゙゙゙等等等等)によるによるによるによる年齢確認年齢確認年齢確認年齢確認を実施してますか？

　年齢確認を聞き入れないお客様がいた場合、２人以上
　で対応します。必要に応じて110番通報するなどき然と
　した対応をとりましょう。

【【【【【【【【ＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳ ＴＴＴＴＴＴＴＴopicsopicsopicsopicsopicsopicsopicsopics】】】】】】】】　　　　　　　　★★★★好事例好事例好事例好事例のののの紹介紹介紹介紹介★★★★　　　　★★★★好事例好事例好事例好事例のののの紹介紹介紹介紹介★★★★　　　　～～～～小学生小学生小学生小学生のののの体験学習体験学習体験学習体験学習のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ～～～～～～～～小学生小学生小学生小学生のののの体験学習体験学習体験学習体験学習のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ～～～～
★ ６年前より近隣小学校の３年生５名程度を対象とした、１時間程度の体験学習の受け

　　入れを継続して行っています。働くことの意義や厳しさをコンビニエンスストアの品出し

　　陳列、清掃などの基本業務を体験することにより理解をして頂いています。

※※※※ＪＦＡＪＦＡＪＦＡＪＦＡではではではでは、、、、上記上記上記上記のようなのようなのようなのような好事例好事例好事例好事例にににに対対対対しししし表彰表彰表彰表彰をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。ぜひぜひぜひぜひ経営指導員経営指導員経営指導員経営指導員におにおにおにお話話話話しししし下下下下さいさいさいさい。。。。

←←←←確認確認確認確認したらしたらしたらしたら

サインサインサインサインしましょうしましょうしましょうしましょう

発行：2012年３月

１月 年齢確認の徹底 ４月 年齢確認の徹底 ７月 年齢確認の徹底 １０月 女性・子ども・高齢者の見守り

２月 防犯訓練への積極参加 ５月 万引き・詐欺の防止 ８月 たむろの防止・深夜帰宅の促し １１月 年齢確認の徹底
３月 災害対策の確認 ６月 年齢確認の徹底 ９月 ＳＳポスター等の掲出 １２月 防犯原則の再確認

年

間

計

画

２０歳未満禁止

【2012年版ポスター】

酒類販売管理者名と、

研修受講日を記入し

て掲示しましょう。

【ＳＴＯＰ！未成年者飲酒防

止キャンペーンツール】

【レジＰＯＰ（ＪＦＡ仕様）】
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担当店に以下のポイントを確認して、改善指導を行いましょう。

発行：2012年３月

【年齢確認ツール】
・運転免許証　・taspoカード　・外国人登録証明書　・住民基本台帳カード　・健康保険証　・学生証
・パスポート　・年金手帳　・年金証書　・各種福祉手帳（身体障害者手帳　・療養手帳　・精神障害

者保健福祉手帳）

１月 年齢確認の徹底 ４月 年齢確認の徹底 ７月 年齢確認の徹底 １０月 女性・子ども・高齢者の見守り

２月 防犯訓練への積極参加 ５月 万引き・詐欺の防止 ８月 たむろの防止・深夜帰宅の促し １１月 年齢確認の徹底
３月 災害対策の確認 ６月 年齢確認の徹底 ９月 ＳＳポスター等の掲出 １２月 防犯原則の再確認

年

間

計

画

◇◇◇◇酒類酒類酒類酒類・・・・たばこたばこたばこたばこ販売販売販売販売におけるにおけるにおけるにおける現況現況現況現況・・・・罰則規定罰則規定罰則規定罰則規定
　未成年者への酒類・たばこ販売防止は各チェーン共通の課題となっており、チェーンのイメー
　ジだけではなくＣＶＳ業界全体に影響を与えかねません。最近では当局からの改善要請や強い
　警告も受けており、加盟店へ継続して年齢確認の重要性を理解してもらう必要があります。
　※未成年者への酒・たばこ販売は法律で禁止されています。
　（未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法）
　　酒・たばこ販売時の、２０歳代と思われるお客様を含めた年齢確認は必須です。
１．罰則規定により罰金（最高５０万円）の処分を受けると販売免許の取消しの対象になります。
２．行政からの指導・警告を受け同一名義免許の一斉取消しや、新規免許申請の受理がされなく
　　なる等、他の店舗に影響を及ぼす可能性があります。
◇◇◇◇未成年者未成年者未成年者未成年者によるによるによるによる酒類購買酒類購買酒類購買酒類購買のののの特徴特徴特徴特徴
　　　　数人で来店し、チューハイなどの低アルコール飲料を中心に何種類もの酒類を購入します。
◇◇◇◇年齢確認教育年齢確認教育年齢確認教育年齢確認教育のののの徹底徹底徹底徹底　　　　

　　　　　　　　①未成年と思われるお客様への年齢確認は法律に基づき、き然とした態度で対応しましょう。
　②年齢確認のツールとして、ＪＦＡは統一ガイドラインを定めています。

　③万一聞き入れないお客様がいた場合複数人で対応し、必要に応じて警察等へ通報しましょう。
◇◇◇◇年齢確認年齢確認年齢確認年齢確認ツールツールツールツールのののの確認確認確認確認
　　年齢確認に関する告知ツールが展開されているか確認しましょう。特に法令で定められた
　「酒類陳列場所の表示物」「区分表示物」は漏れのないよう必ず確認が必要です。

【今月のテーマ】

「未成年者飲酒・喫煙防止対策」「未成年者飲酒・喫煙防止対策」～年齢確認の徹底～　　　
２０歳未満禁止

★好事例　表彰制度について　※ＳＳ活動通信の配布時にあらためてご案内しましょう！
　ＳＳ活動推進委員会では、「安全安心なまちづくりに協力」「青少年環境の健全化」取り組み
　について、他店舗の模範となる好事例の推薦をお願いします。
　（担当店から情報収集⇒ＳＳ実行委員⇒ＳＳ推進委員）
【収集事例テーマ】

　3～6月　体験学習の受け入れ対応　※※※※体験学習体験学習体験学習体験学習はははは、、、、実施状況実施状況実施状況実施状況のののの画像画像画像画像をををを添付添付添付添付おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。
　7～9月　地域防犯・パトロール対応　10～1月　女性子ども高齢者の駆け込み対応

　※その他の好事例も随時受け付けております。　　　　　　　　　


